
【能登町内の認定こども園】  

名  称 住所 電話番号 

開所時間（保育時間 保育機能） 

月曜日から金曜日 
土曜日 

保育標準時間

間

保育短時間 

公 

立 

うしつ保育所 崎山 1-73 62-1088 

7:30～18:30 

8:30～16:30 

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ就労

などを想定

7:30～18:00 

柳田保育所 柳田ロ 245-1 76-0154 

鵜川保育所 鵜川 20-24 67-1623 7:30～18:00 7:30～13:00 

私 

立 

松波こども園 松波 8-2-1 72-1157 7:00～18:30 7:00～17:15 

小木こども園 小木 4-59 74-1107 7:15～18:15 7:15～17:15 

※幼稚園機能については月曜日～金曜日の 8:30～13:00 までが利用可能時間です。

◇認定こども園は保育機能と幼稚園機能をあわせ持つ施設です。

・保育機能施設は「保育を必要とする事由」で利用可能（0歳児～5歳児）

・幼稚園機能施設は「保育を必要とする事由」に該当しなくても利用可能（3歳児～5歳児）

【保育を必要とする事由】 

保育を 

必要とする 

事由 

・就労（ﾌﾙﾀｲﾑのほか、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ、自営業など） ・妊娠、出産 ・疾病、障害

・親族の介護、看護 ・災害復旧 ・求職活動 ・就学（職業訓練校等）

・育児休業取得中に、既に保育を利用している子の継続利用

・その他、上記に類する状態として町が認める場合


